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研究要旨 

新型コロナウイルス感染問題の発生を受けて、民泊でも衛生管理の重要性へ

の認識が高まっており、本研究でも、先行して試案としての衛生管理手法パン

フレットを作成し、各保健所に配布した。次年度において、衛生管理手法の対

象や課題、提示方法などの意見を集約して、より効果的な手法イメージを探る。 

試案パンフレットは、「知ること：外から公衆衛生情報を得る手がかり」「自

身で行うこと：衛生行動様式につながる手法」「環境を守ること：衛生環境形

成にかかわる技法」「医療につながること：地域資源につながる方法」を枠組

みとして想定し、行動様式と環境形成、緊急対応を「感染予防の習慣」「健康

チェック」「衛生環境の維持」「医療受診の手順」の 4ステップにまとめた。

試案の評価や課題抽出は次年度の課題となるが、事前に現場との意見交換な

どで課題として考察された事項としては、情報提供の多様化と双方向性の確

保、空間的設備的な衛生管理技法を確立する必要性、感染発現など緊急時にお

ける詳細で身近な対応方法とそのルートの確保、などがある。特に、換気確保

を含めて清掃法に代表される空間的設備的な衛生管理技法については、ホス

ト、ゲスト双方での役割分担や具体的に自分たちで実施できる手法の手順を示

す必要がある。できるだけ多くの民泊の具体的な場面を想定して、空間的設備

的な衛生管理の課題を抽出し、衛生管理手法の目標イメージを示していくこと

が次年度の課題の一つとなる。 

Ａ．研究目的 

新型コロナウイルス感染問題の発生を受け

て多くの民泊が営業自粛を余儀なくされ、現場

では公衆衛生の問題が直接、宿泊業を強く限定

するという事実が認識された。衛生管理手法を

周知させる面からは、こうした認識の高まりが

重要であることは従来から指摘されており、当

初は研究の最終年度後半に用意してモニタリ

ングをおこなう予定の民泊衛生管理手法パン

フレットを、試案その1として今年度に取り組

むこととした。その目的は衛生管理手法の確認

と普及における課題抽出であり、研究の実践的

方法の一つとして以下に示す民泊衛生管理パ

ンフレット（試案）を作成し、各保健所に配布

した。 

今回は新型コロナウイルス感染対策を想定

してその基本対策概念を援用しつつ、飛沫感染

と接触感染を主な対象として、衛生管理技法の

72



基本をパンフレットにまとめる。当面はこのパ

ンフレットを各保健所に提供し、そこでの内容

上の課題、普及のための課題、基本的な衛生管

理技法の向上につなげるための課題などを探

る。 

民泊事業を対象とした衛生管理手法では、そ

の課題も感染症対策だけでなく日常的な事故

疾病につながる空間課題、設備課題、環境課題

や問題が生じたときの対応方法など、非常に多

岐にわたる。今回のパンフレット試案による課

題抽出は、そうした多様な課題を実際の民泊現

場にどのようにつなげていくのかを検討する

一つの材料と考える。 

 

Ｂ．研究方法 

宿泊業の現場での活用を想定しつつ、これま

でに収集していた公共あるいは公的法人等の

衛生管理啓発のための資料を参考に、厚生労働

省、内閣府などで順次示されてきた衛生管理と

感染症対策、感染後の対応などについての資料

を参考にした。その他、民間企業の衛生啓発資

料も参考としている。 

また、パンフレット試案作成にあたっては、

事前に東京都墨田区での地域まちづくり団体

と民泊参入者との意見交流会、同じく墨田区保

健衛生担当へのヒアリングなど、以下の現地調

査において把握した課題や要望も勘案して取

り入れている。そこでは衛生管理に積極的なホ

スト側、現場を知る行政側からの知見などを得

ることができた。 

① 2019年 11月 8日 14時～ 東京都墨田区

生活衛生課でのヒアリング 

② 2020年 2月 19日 19時～ 一寺言問を防

災のまちにする会「民泊懇談会」：東京都

墨田区一寺言問集会所 

パンフレットは当面の新型コロナウイルス

対策に供するというよりも、今後も多岐にわた

って出現する可能性のある公衆衛生上の課題

に対して、最も基本的な方策の枠組みを探るこ

とにつながるものでなければならない。また、

現場で日常的に見てもらえること、自分たちで

対応できる内容であること、すぐに対処できる

ものであること、地域資源や公的機関につなが

るルートを示すことなどを目的に、必要不可欠

な事項を要約して伝える必要がある。そのため

のたたき台になるように 8 ページのパンフレ

ットに集約して試案として作成した。 

配布対象は各保健所とし、送付後に保健所か

らの情報提供や保健所へのヒアリングを通じ

て、衛生管理技法に求められる課題や普及方法

についての意見を得ることを目的として、今年

度はパンフレット作成と配布をおこなう。各保

健所は新型コロナウイルス対策で多忙なため、

ヒアリング等は次年度におこなうが、一部、意

見などの報告を受けているものもある。 

あわせて、新型コロナウイルス感染問題によ

る宿泊業の困窮経験から、衛生管理の確保が民

泊運営の必要条件であるという認識が現場サ

イドでも高まっている。そこで、次年度には民

泊を運営する経営者、管理業者などの現場事業

者にも当パンフレットを提示し、衛生管理に関

するより現場に即応した衛生管理課題ニーズ

を抽出する。 

なお、パンフレットの図版などは厚生労働省

掲載のものを除いて研究班側で作図した。 

 

Ｃ．研究結果 
（１）パンフレットの全体構成 

衛生管理技法の普及についてはどのような

枠組みで構成すればよいのかについての定番

があるわけではない。試案として、「知ること：

外から公衆衛生情報を得る手がかり」「自身で

行うこと：衛生行動様式につながる手法」「環

境を守ること：衛生環境形成にかかわる技法」
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「医療につながること：地域資源につながる方

法」を枠組みとして想定した。 

活用者像としては、民泊事業者（ホスト）と

利用者（ゲスト）の双方を想定した。現状の民

泊では家主滞在型、家主不在型の双方があり、

一定期間宿泊する間にその民泊の衛生管理を

だれが担うのかという問題は不明確なままで

ある。家主がどこまで管理するのか、利用者が

どこまで自分でやるのかといったことは民泊

ごとに様々に異なる。また、衛生管理に関して

も専門業者に委託しているところは少なく、自

分たちでできることは何かを知ってもらうこ

とは極めて重要といえる。そこで、対象をホス

トとゲストの２つに対象区分し、その一方に重

心がある衛生管理方法、両方にかかわる衛生管

理技法を緩やかに分けながら、よりイメージし

やすいものにすることを心掛けた。 

また、読み手を想定して、日本語、英語、韓

国語、中国語（簡体字）の４言語を用意した。

多国籍な訪日外国人のうち、特に民泊の利用者

数が多い国籍のゲストが利用する言語である

とともに、ホストとして民泊を経営している人

のうちでも、日本語、英語、韓国語、中国語を

母国語あるいは読み取り可能な言語とする運

営者、経営者、管理者などが多いことにもよる。

今回のパンフレットでもなるべくホスト、ゲス

トが孤立しないように、緊急時の情報入手方法

を多く示した。 

以下、各項目ごとに詳述する。なお、説明は

日本語版によるが、４言語でのフルスケール版

型印刷原稿を最後に提示する。 

 

（２）個別の枠組み 

パンフレット試案は、「民泊だからこそ 感

染症に負けないように 備えよう」というタイ

トルで、厚生労働科学研究費補助金（健康安

全・危機管理対策総合研究事業）によるものと

した（図１）。 

 
図１ パンフレット試案（P-1）表紙 
 

民泊に宿泊する「ゲスト」と「ホスト」（家

主、事業者、管理者、スタッフそして清掃業者

の方々）を対象者に想定し、衛生管理技法の分

担をある程度まで仮定した。ただし、パンフレ

ットに示す項目は基本的な事項が中心である

こととともに、家主不在のなかで一定期間滞在

するゲストも多いことから、ホストがおこなう

衛生管理はゲストだけでもおこなう必要があ

る。そのため、ここではホストとゲストとの間

に明確な役割分担を示し切れていない。 

 

（３）「知ること：外から公衆衛生情報を得る

手がかり」の内容 

パンフレットでは、感染症についての認識の

入口を「知ってください」で示す。正しく知る

ことは感染症対策とそれ以前の衛生管理にと

って基本的な事項ではあるが、感染症について
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の知見は膨大であるとともに、新型コロナウイ

ルスのように新しい課題に対しては未確認の

ものも多く、正しい情報を提供することはきわ

めて難しい。民泊事業者からも、感染症情報Ｈ

Ｐなどの一方向情報提供だけでなく、保健所な

どとの双方向情報交流が必要であるとの意見

を得ている。 

 

図 2 パンフレット試案（P-2）「知ってくださ

い」 

 

それに続いて、個別の衛生管理技法を「４つ

のステップ」として、段階づけて提示した。 

ＳＴＥＰ－１ 感染予防の習慣 

ＳＴＥＰ－２ 健康チェック 

ＳＴＥＰ－３ 衛生環境の維持 

ＳＴＥＰ－４ 医療受診の手順 

 

 

図 3 パンフレット試案（P-3）４つの STEP 

 

（４）「自身で行うこと：衛生行動様式につな

がる手法」の内容 

①ＳＴＥＰ－１ 感染予防の習慣 

感染症の流行や感染の有無にかかわらず、日

常的に予防するための方策であり、「手洗い」

「手指の消毒」「うがい」「咳エチケット」と「換

気」を取り上げた。 

これらはパンフレット作成後も新型コロナ

ウイルス対策を通じて広く周知されるように

なっており、その重要性も理解されている。主

にゲストに向けてのものであり、多国籍のゲス

トにも理解しやすい表現などの工夫があれば、

衛生管理技法として確立できると考えられる。 
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図 4 パンフレット試案（P-4） STEP-1「感染

予防の習慣」その１ 

 
図 5 パンフレット試案（P-5） STEP-1「感染

予防の習慣」その２ 

②ＳＴＥＰ－２ 健康チェック 

「もしかしたら感染しているのでは？」とい

う状態は、不安の昂進と正常性バイアスの強化

など、災害時とも同じような様相を示すと考え

られる。ゲストにとっては相談できる相手がい

ない中での平常と非常の間に取り残されるこ

と、ホストにとっては感染蔓延も視野に入れな

ければならない状態に取り置かれることにな

る。その先に向けての対応の方向性を示すこと

が大切となる。ここではウイルス感染を想定し

て、「検温」を確実にすること、自身の状態を

客観的に把握するとともに医療機関などに素

早く自身の状態を知らせるための基本方策と

して、「チェックシート」の活用をとり挙げた。

ただし、「健康チェック」は医療機関へのつな

ぎとして多言語対応のチェックシートがいく

つか出されており、それを利用してもらうこと

とした。 

 

図 6 パンフレット試案（P-6） STEP-1「感染

予防の習慣」その３＋STEP-2「健康チェック」 
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ＳＮＳなどに不慣れな場合、家主不在などで

チェックシートがプリントアウトしにくいな

ど、様々な障害も想定される。より手に取りや

すい手法が求められる。 

 

（５）「環境を守ること：衛生環境形成にかか

わる技法」の内容 

ＳＴＥＰ－３ 衛生環境の維持 

特に、「たぶん大丈夫」といった正常性バイ

アスに陥らないために、感染症とその対策をイ

メージしてもらってからの日常的な衛生環境

の維持の重要性を示す必要がある。さらに、旅

館業であれば主にホスト側の仕事に当たる清

潔の維持を、民泊ではゲストが意識的に行わな

ければならない。 

 

図 7 パンフレット試案（P-7） STEP-3「衛生

環境の維持」 

 

 

 

さらに、前年度までの調査 1）では、ホスト

側にも衛生環境の維持に対する意識が低い事

例も散見されている。そこで、「清潔の維持」

に絞って、ウイルス対策を念頭に、代表的な清

潔の維持についての場所と方法を示した。 

 

（６）「医療につながること：地域資源につな

がる方法」の内容 

ＳＴＥＰ－４ 医療受診の手順 

民泊事業においては、家主不在型だけでなく

地域への新規参入者なども含めて、地域医療へ

つながるルートが確立していないものが多い。

また、「感染疑い」や「検査希望」のように明

確な感染状況が出ていない段階では、保健所や

医療機関の対応には限界があることが判明し

た。さらに、多言語に対応できる相談窓口の存

在は、ゲストもホストも情報を得ていない場合

が多い。 

 

図 8 パンフレット試案（P-8） STEP-4「医療

受診の手順」 
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ここでは、国レベルの多言語対応窓口を示し

ているが、感染症流行時では対応しきれないと

思われるため、ホスト側で、地域にある、特に

多言語対応可能な窓口を平常時から把握し、常

にゲストに提供できる状態にしておく必要が

ある。そうしたルートを確認しておくことが、

衛生管理手法の普及という目的にとっても今

後の課題となる。 

 

Ｄ．考察 

今回の試案では、民泊利用の多くがＳＮＳを

通じていることから、より深い情報入手はＳＮ

ＳあるいはＮＥＴを通じても可能である層が

多くを占めると考えて、ＨＴＴＰアドレスを示

すことで詳述に変えたものも多い。ただし、家

主の中にはＳＮＳなどになじみの薄い年齢層

の人も多いと考えられる。より広範で地元に密

着した情報などを把握してもらうためには別

の方策も必要といえる。パンフレット形式の良

否も含めて、普及に向けての検討課題となる。 

また、パンフレット形式のため、一方向の情

報提供になるという限界がある。これまで現場

でのヒアリングなどで、特に訪日外国人などの

ゲスト側や、住宅家主など宿泊事業に経験のな

い個人や事業者、あるいは他地域から民泊を目

的に参入してきた事業者や個人などのホスト

側から、地域資源や地域の公的機関などとの双

方向の情報交流への希望が聞かれている。特に

今回のような緊急事態に直面すると、その必要

性が高まる。新型コロナウイルス感染対策だけ

でなく、毎年の自然災害、気象災害時での経験

からもこうした意見が多い。双方向の情報交流

を可能にする方策は今後の課題である。 

さらに、パンフレット配布後の意見交換で指

摘されていたこととして、民泊の空間的、設備

的な衛生管理技法を確立する必要があり、ホス

ト側の課題対応の役割を明確に規定する必要

があると考えられる。新型コロナウイルス対策

で、日常的な手洗いやマスクなどの個人レベル

での衛生管理はかなり浸透してきていると考

えられるため、その先にある環境そのものへの

衛生管理の技法について、日常的な衛生環境づ

くりを進めていける技術指針が求められてい

る。そのため、日常的な個人の衛生管理とは別

に、「密集」回避や換気、清掃を含めた空間環

境の管理技法を取り上げていく必要が示され

ている。その後の保健所からの意見でもこの事

項に対するより詳細な情報提供を希望する指

摘が出ており、宿泊業の経験のない民泊参入者

からも、どのような課題がどこに現れるのか、

という知見と不具合の発見方法、その時の対応

策などについて、不安がある旨の話を聞いてい

る。特に「換気」に関しては、窓や換気扇など

の空間条件、通風ルートの有無、周辺の環境条

件など、ホスト側の理解と具体的な対策が必要

となる。より現場に即しての対応策の提示が必

要といえる。特に民泊では室内空間や周辺環境

などが非常に多岐にわたり、不安定な状態のも

のも多いため、より詳しく多様な衛生を必要と

する環境に対応した知見を検討する必要があ

る。今後の課題とする。 

もう一つ、今回の新型コロナウイルス感染問

題では、感染疑いの人をどのように隔離し、医

療検査機関に移送するのか、また自宅待機とし

て民泊がどのように、どこまで対応できるのか

などについて、現場からも疑問が上がっている。

緊急時の衛生管理技法についても検討してい

く必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 パンフレット試案は各保健所に配布し終わ

った段階であり、各保健所が新型コロナウイル

ス対策に追われている現状では、その課題抽出

にまで至っていない。順次情報を入手しつつ、
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あわせて民泊現場での具体的な衛生環境維持

についての課題を抽出する必要がある。 

パンフレット試案作成段階においても、特に

空間的な環境を守る方法についての指針をよ

り明確に示していくことが今後の重要な課題

として見出されてきた。 

 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3.その他 

なし 
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